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大和都市計画区域の市街化調整区域における容積率等の指定について

（奈良県知事指定）

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）の規定に基づき、大和都市計

画区域のうち、奈良市、橿原市及び生駒市の区域を除く市街化調整区域内における容積率、建蔽

率及び建築物の各部分の高さの制限（以下「容積率等」という。）を次のとおり定める。

法第５２条第１ 法第５３条第１ 法別表第３（に） 法第５６条第１ 面 積

項第８号の規定 項第６号の規定 欄の５の項の規 項第２号ニの規

に 基 づ く 数 値 に 基 づ く 数 値 定に基づく数値 定に基づく数値

（容積率） （建蔽率） （道路斜線勾配） （隣地斜線勾配）

10分の 8 10分の 3 1.25 1.25 約 3,734.9 ha

10分の 8 10分の 4 1.25 1.25 約 19.4 ha

10分の 8 10分の 5 1.25 1.25 約 2,780.0 ha

10分の10 10分の 4 1.25 1.25 約 1,154.7 ha

10分の10 10分の 6 1.25 1.25 約 11.1 ha

10分の20 10分の 6 1.25 1.25 約 18,692.31ha

10分の20 10分の 6 1.5 2.5 約 20.1ha

10分の20 10分の 7 1.25 1.25 約 118.2 ha

10分の20 10分の 7 1.5 1.25 約 608.3 ha

10分の40 10分の 7 1.5 2.5 約 35,779.95ha

合 計 約 62,918.96ha

理 由

「大和都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分の変更」において、市街化調整区域

に編入される区域があるため、当該区域について、新たに容積率等を指定する。市街化調整

区域の広範な地区に標準的に適用する規制値とすることが適正である区域については、容積

率を10分の40、建蔽率を10分の7、道路斜線勾配を1.5、隣地斜線勾配を2.5とする。また、

他法令との整合を図ることが適正である区域については、容積率を10分の20、建蔽率を10分

の6、道路斜線勾配を1.25、隣地斜線勾配を1.25とする。



容積率等の各区分の指定状況

【 平群町 】

指定前 指定後

容積率４００%、建蔽率７０%、 約３６４．２ha 約 ３６４．０５ha

道路斜線勾配１．５ 、隣地斜線勾配２．５ （＋）約 ０．６１ha

（－）約 ０．７６ha

容積率２００%、建蔽率６０%、 約２１３．０ha 約 ２１４．１９ha

道路斜線勾配１．２５、隣地斜線勾配１．２５ （＋）約 １．１９ha

【 田原本町 】

指定前 指定後

容積率４００%、建蔽率７０%、 約７９４．７ha 約 ７９５．０２ha

道路斜線勾配１．５ 、隣地斜線勾配２．５ （＋）約 ０．３２ha

指定区域は区域図のとおり


